
太陽光発電の新たな買取制度 
平成２１年１１月スタート 

資源エネルギー庁 太陽光発電買取制度室

 
１．はじめに 

エネルギー源の多様化、地球温暖化対策等の観点から、太陽光発電が内外で注目されて

います。日本の太陽光発電関連産業は高い技術力を有し、将来、日本の基幹産業となる可

能性があります。また、太陽光発電は販売、施工、周辺機器など裾野が広く、地域の経済

にとっても重要です。現在は、他の発電方式に比べ、決して安くはない太陽光発電ですが、

今後の技術革新と需要拡大によって、太陽光発電の発電原価は下がっていくと見られてい

ます。 
このような事由から、国内太陽光発電の導入拡大を図るため、経済産業省では太陽光発

電設備の導入支援等に取り組んでまいりましたが、これまでの支援策に加え、今般、次の

ような新たな制度がスタートしました。 
 
２．制度の概要 
本年７月１日に成立した「エネルギーの供給事業者による非化石エネルギー源の利用及

び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、太陽光発電設備にお

いて発電された電力のうち、自家消費分を除く余剰電力について、電力会社が従来のおよ
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そ２倍程度の価格で買い取る制度です。 

以下、制度の概要を紹介しますが、紙面の関係で概要のみの紹介となりますので、詳細

については、ポータルサイト（http://www.enecho.meti.go.jp/kaitori/）をご覧ください。 

 
（１）買取期間 

この制度は平成２１年１１月１日から施行されました。買取期間は１０年間（１２０

ヶ月）で、買取価格は１０年間固定です。 

 
（２）買取対象及び買取価格 

この制度では、平成２１年１１月以前に太陽光発電設備を設置していた方も対象とな

ります。１１月以降、新たに太陽光発電設備を設置された方は、電力会社との受給契約

手続等の終了後、順次制度の対象となります。 

買取価格（制度開始当初）は、住宅（集合住宅を含む）であって出力が１０ｋＷ未満

であるものは４８円／ｋＷｈ、それ以外の住宅及び建築物であって非住宅（住宅以外の

用途）の建築物1は２４円／ｋＷｈです。なお、メガソーラー（出力が５００ｋＷ以上）

や発電事業目的の設備等の買取価格等については、電力会社との相対取引となります。 

また、太陽光発電設備に加え、燃料電池、蓄電池等の自家発電設備を併設している場

合は、併設していない設備に比べ余剰電力量が増加することを踏まえ、その買取価格は

住宅用（１０ｋＷ未満）で３９円／ｋＷｈ、それ以外では２０円／ｋＷｈとなります。 
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1 例えば、庁舎、病院、老人ホーム、道路施設、駅舎、上下水道施設、学校、事務所、工場、商業施設、防災

施設等 

０ ５００～１０～

買取価格は
相対契約で決定

５００未満 （ｋＷ）１０未満

（設置した太陽光パネルの出力）
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（３）買取価格の引き下げ 

上記（２）の買取価格は、太陽光発電設備の市場価格の推移や導入状況等を踏まえて、

設置する年度ごとに引き下げられることになっています2。 

 
（４）費用回収及び負担転嫁 

電力会社が太陽光発電の余剰電力の買取りに要した費用は、電力を使用する方々全員

に、電気の使用量に応じて薄く広く御負担いただきます。 

具体的には、ある年の買取りに要した費用は、翌年度の電気料金に「太陽光サーチャ

ージ」として上乗せされます。 

その負担額は、実際に買取りに要した費用によって異なりますが、制度導入当初にお

いては０.１円／ｋＷｈ、５年目～１０年目においては０.１５円～０.３０円／ｋＷｈ程

度になると見込まれます3。 

 
３．その他の制度について 
 
（１）補助金 

住宅向けの太陽光発電設備の場合、システム価格が７０万円／ｋＷ以下で、品質保証

等の要件を満たすものに対し、１ｋＷ当たり７万円が補助されます。補助金申請の窓口

は、各都道府県に１箇所ずつあります（詳しくは、一般社団法人太陽光発電協会 太陽光

発電普及拡大センター http://www.j-pec.or.jp/）。 
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非住宅向けの場合、設置主体が公的機関や非営利民間団体（地方自治体、学校、病院、

 
2 買取価格は、審議会の議論を踏まえ決定されますが、制度開始当初の買取価格（例えば住宅用の１０ｋＷ未

満では４８円／ｋＷｈ）は、平成２３年３月まで維持される見込みです。 
3 標準家庭における負担額は、月額３０円（制度導入当初）から、月額４５円～９０円程度になると見

込まれます。 
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介護施設等）のとき、または、設置主体が民間事業者であっても地方自治体と連携して

いる場合、事業費の２分の１以内が補助されます。それ以外の民間事業者に対しては、

事業費の３分の１以内が補助されます。こちらは公募制で、通常は年２回程度、春と秋

に公募を行っています（詳しくは、一般社団法人新エネルギー導入促進協議会 

http://www.nepc.or.jp/）。 

なお、これらの経済産業省・資源エネルギー庁による補助制度のほかにも、関係省庁、

地方公共団体等が独自に補助制度を有している場合があります。 

 
（２）税制 

 ローンを組んで新築住宅を取得する場合、ローンの年末残高の１.０％が所得税から控

除されます（長期優良住宅の場合は１.２％）。ローンを組まずに既築住宅の省エネ改修

工事を行う場合は、工事費用の１０％が所得税額から控除されます。 

非住宅用の場合、太陽光発電設備設置の際に、所得税または法人税から所得額の７％

の税額控除（中小企業のみ）、もしくは、初年度の即時償却が可能となります。さらに、

固定資産税に関しても、最初の３年間の課税標準が２／３に軽減されます。 
 
４．消費者問題への対応について 

新たな買取制度の創設や太陽光発電設備に対する補助金等に際して、最近、太陽光発電

設備の購入等に関する消費者相談が増加傾向にあります。その多くが訪問販売によるもの

であり、具体的には、売電によって光熱費やクレジットの手数料等の費用負担がゼロにな

る旨や、すぐに契約しないと補助金が受けられない旨などの不実な告知が疑われるケース

が見られます。 

経済産業省としても、太陽光発電協会に消費者向けの窓口を設置するなどの対応を進め

ているところですが、皆様におかれましても、システム設置の際の強引な勧誘や制度につ

いての誤った説明等には十分にご注意ください。 

 

本件に関する詳しい説明は、資源エネルギー庁 太陽光発電買取制度室

http://www.enecho.meti.go.jp/kaitori/ 

03-3501-1511（内線 4455～8) 
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